
介護保険事業計画作成のための地域分析・検討結果記入シート 令和3年11月24日
都道府県名／保険者名 大阪府 羽曳野市

27 27222
27 27214

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

認定率 B4-a ％
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/3月
報）

19.7 19.9 20.0 21.4 21.7 22.3 18.3 18.4 18.7 21.2 21.2 21.5

調整済み認定率 B5-a ％

見える化・時系列（他地域と比
較）
（H30及びR1は年報、R2はR3/3月
報）

19.8 19.6 19.1 21.4 21.1 21.1 17.1 17.0 17.0 21.0 20.6 20.4

調整済み重度認定率
（要介護３～５） B6-a ％

見える化・時系列（他地域と比
較）
（H30及びR1は年報、R2はR3/3月
報）

6.8 6.7 6.6 6.9 6.9 7.0 5.8 5.8 5.7 7.4 7.0 7.0

調整済み軽度認定率
（要支援１～要介護
２）

B6-b ％

見える化・時系列（他地域と比
較）
（H30及びR1は年報、R2はR3/3月
報）

13.0 12.9 12.6 14.4 14.2 14.1 11.3 11.3 11.2 13.7 13.6 13.4

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

受給率
（施設サービス）

D2 ％
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8 2.8 2.5 2.6 2.6

受給率
（居住系サービ
ス）

D3 ％
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 0.7 0.7 0.7

受給率
（在宅サービス）

D4 ％
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

10.4 10.6 10.8 11.5 11.8 12.2 9.6 9.8 9.9 12.0 12.2 12.5

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

受給者1人あたり給
付月額（在宅および
居住系サ－ビス）

D15-a 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

133,804 135,305 137,093 132,968 134,961 135,703 128,185 128,829 129,416 125,477 125,687 127,372

受給者1人あたり給
付月額（在宅サービ
ス）

D15-b 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

125,143 126,518 128,388 125,291 127,184 127,748 117,519 118,025 118,274 120,906 121,201 122,822

受給者1人あたり給
付月額（訪問介護） D17-a 円

見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

91,846 100,767 110,009 88,250 91,870 98,950 67,103 68,919 73,422 77,909 81,116 90,518

受給者1人あたり利
用日数・回数（訪問
介護）

D31-a 回
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

35.4 39.1 42.5 30.7 32.0 34.1 23.6 24.0 25.1 28.6 29.7 32.7

受給者1人あたり給
付月額（訪問入浴介
護）

D17-b 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

69,593 67,832 61,813 65,633 66,704 66,889 61,422 61,909 62,553 61,506 61,358 61,496

受給者1人あたり利
用日数・回数（訪問
入浴介護）

D31-b 回
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

5.7 5.5 5.0 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9

受給者1人あたり給
付月額（訪問看護） D17-c 円

見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

37,140 36,803 37,537 41,659 41,525 41,922 40,770 40,500 41,144 39,617 39,773 39,849

受給者1人あたり利
用日数・回数（訪問
看護）

D31-c 回
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

9.4 9.0 9.0 9.7 9.6 9.7 8.7 8.7 8.8 9.5 9.5 9.5

受給者1人あたり給
付月額（訪問リハ） D17-d 円

見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

28,217 29,108 30,288 35,311 35,415 35,855 33,103 33,241 33,724 29,075 33,534 36,197

受給者1人あたり利
用日数・回数（訪問
リハ）

D31-d 回
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

9.8 10.2 10.5 11.8 11.8 11.9 11.4 11.4 11.5 10.6 11.5 12.3

受給者1人あたり給
付月額（居宅療養管
理指導）

D17-e 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

16,554 16,568 16,587 15,718 16,010 15,990 11,757 11,939 11,886 14,999 14,938 15,187

受給者1人あたり給
付月額（通所介護） D17-f 円

見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

75,747 77,421 80,450 72,637 73,444 76,145 80,623 81,668 85,002 68,783 69,194 75,005

受給者1人あたり利
用日数・回数（通所
介護）

D31-e 日
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

9.8 10.1 10.2 9.5 9.6 9.8 10.6 10.7 10.9 9.1 9.2 9.6

受給者1人あたり給
付月額（通所リハ） D17-g 円

見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

54,629 52,021 53,200 61,752 60,060 60,390 59,758 58,520 59,313 66,912 60,428 60,555

受給者1人あたり利
用日数・回数（通所
リハ）

D31-f 日
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

5.3 5.0 5.0 6.1 5.9 5.8 6.1 5.9 5.9 6.9 6.4 6.1

受給者1人あたり給
付月額（短期入所生
活介護）

D17-h 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

105,909 107,593 119,321 102,036 103,616 119,262 94,811 96,163 108,505 130,551 128,901 143,419

受給者1人あたり利
用日数・回数（短期
入所生活介護）

D31-g 日
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

13.0 13.0 14.0 11.7 11.7 13.2 11.6 11.7 12.9 15.1 14.7 15.9

受給者1人あたり給
付月額（短期入所療
養介護）

D17-i 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

75,109 81,363 77,373 87,848 88,947 93,343 84,906 85,707 90,935 89,686 86,764 78,512

受給者1人あたり利
用日数・回数（短期
入所療養介護）

D31-h 日
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

7.2 7.7 6.9 7.7 7.6 7.8 7.9 7.8 8.1 8.1 7.6 6.9

受給者1人あたり給
付月額（福祉用具貸
与）

D17-j 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

11,613 11,518 11,253 12,086 12,022 12,180 11,564 11,477 11,661 11,781 11,765 11,704

受給者1人あたり給
付月額（特定施設入
居者生活介護）

D17-k 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

170,341 177,149 177,908 179,988 181,959 185,287 174,931 176,351 179,241 171,951 173,501 178,842

受給者1人あたり給
付月額（介護予防支
援・居宅介護支援）

D17-l 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

12,975 12,747 12,735 12,879 12,997 13,089 12,647 12,666 12,730 12,825 12,626 12,581

受給者1人あたり給
付月額（定期巡回・
随時対応型訪問看護
介護）

D17-m 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

154,918 145,615 161,924 174,619 174,857 180,419 151,090 153,625 159,012 174,426 161,342 157,301

受給者1人あたり給
付月額（夜間対応型
訪問介護）

D17-n 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

0 0 0 28,796 30,789 33,963 34,120 35,912 39,199 0 0 0

受給者1人あたり給
付月額（認知症対応
型通所介護）

D17-o 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

110,088 100,931 111,101 107,852 107,294 111,931 113,354 114,133 118,031 116,728 116,626 121,715

受給者1人あたり利
用日数・回数（認知
症対応型通所介護）

D31-i 日
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

10.3 10.3 11.5 10.3 10.2 10.3 10.7 10.7 10.8 10.4 10.2 10.6

受給者1人あたり給
付月額（小規模多機
能型居宅介護）

D17-p 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

184,226 197,295 199,770 188,054 193,058 196,482 180,054 181,773 184,454 186,039 197,137 194,762

受給者1人あたり給
付月額（認知症対応
型共同生活介護）

D17-q 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

258,458 262,269 266,131 259,238 263,500 266,811 250,256 253,116 256,464 251,135 249,916 261,799

受給者1人あたり給
付月額（地域密着型
特定施設入居者生活
介護）

D17-r 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

0 0 0 197,673 198,999 209,442 191,225 192,277 195,140 0 0 0

受給者1人あたり給
付月額（看護小規模
多機能型居宅介護）

D17-s 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

239,237 244,078 242,281 274,426 279,471 279,201 241,355 245,778 251,873 239,413 288,370 309,346

受給者1人あたり給
付月額（地域密着型
通所介護）

D17-t 円
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

66,768 70,171 70,072 64,809 65,418 68,672 73,908 73,781 77,098 69,008 70,942 77,791

受給者1人あたり利
用日数・回数（地域
密着型通所介護）

D31-j 回
見える化・時系列
（H30及びR1は年報、R2はR3/2サービ
ス提供分まで）

8.5 8.7 8.6 8.7 8.7 8.9 9.5 9.5 9.7 9.0 9.2 9.5

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

※指標ＩＤは、厚生労働省が提供する「地域包括ケア「見える化」システム」の指標の項目ＩＤです。

活用データ名・
指標名

指標
ID

単位 備考

データの値

全国平均等
との比較

全国平均等との乖離
について理由・問題点

等の考察（仮説の設定）

設定した仮説の
確認・検証方法

問題を解決するための
対応策（理想像でも可）自保険者 都道府県平均 全国平均

比較地域

大阪府

富田林市

　認定率は過去３年間、全国平
均と比べると高いが、大阪府平
均、富田林市と比べると低く
なっている。調整済み認定率に
ついても同様となっている。

　見える化システムで確認すると、新規認定者の平均年
齢は全国80.9歳、大阪府79.1歳、富田林市79.6歳、当市
79歳と大きく差はないが年齢階級別分布をみると74歳ま
での前期高齢者が新規認定者に占める割合が、全国
19.7％、大阪府25.3％、富田林市23.4％に比べ当市は
26.3％と高くなっている。また、新規要介護度別分布割
合をみると要支援１及び２が全国44.1％、富田林市
47.5％に比べ当市は51.9％と高いことが分かる。
　直近の介護度別の認定者数と受給者数（令和３年5
月）を見ると要介護の受給率97.9％に比べ要支援の受給
率は41.3％、その中で要支援１は32.1％と受給率が低い
ことから、サービスを利用しないが認定申請をされる方
が一定数いると推測される。

〇地域包括ケア「見
える化」システム
〇介護保険事業状況
報告

　今後、2025年、2040年に
向け認定者が増えることが
推測されることから、高齢
者の生活機能の低下を防
ぎ、要介護状態やさらなる
状態悪化を防ぐため介護予
防･健康づくりに引き続き取
り組むとともに、介護保険
制度や理念の周知に努め
る。

　受給率は、全国平均と比べ、
施設サービスで低く、在宅サー
ビスで高くなっている。

　全国平均と比べて、在宅サービスを利用する人が多く
なっていることがわかる。これまで進めてきた「地域包
括ケアシステム」の推進により、利用者のニーズに合っ
た在宅サービスの整備が進んでいると考えられる。隣接
する富田林市でも同様の傾向となっている。

〇地域包括ケア「見
える化」システム
〇在宅介護実態調査
〇介護予防･日常生
活圏域ニーズ調査

　引き続き、介護予防･日常
生活圏域ニーズ調査、在宅
介護実態調査等で利用者の
ニーズを把握し、地域の実
情にあったサービス提供体
制を整備していく。

〇高齢者のニーズを的確に
とらえた自立支援・重度化
防止に資するサービス提供
ができているかを視点にケ
アプラン点検等の給付費適
正化に努める。
〇家族介護者の負担軽減の
ための取組みを推進してい
く。また、現時点では実績
の少ない「訪問介護」「定
期巡回･随時対応型訪問介護
看護」「看護小規模多機能
型居宅介護」について、事
業所数は一定整備されてい
るため、今後ますます高齢
化が進み、医療ニーズの高
い利用者が増加することが
予想されることから必要な
方が必要なサービスを利用
できるよう周知に取り組
む。
〇効果的な介護予防を推進
するため、リハビリテー
ションの取組みを強化、自
立支援・重度化防止の取り
組みを推進する。

〇在宅サービス全体の受給者1
人あたり給付額は、全国平均の
108.5％、富田林市の104.5％と
高くなっているが、大阪府平均
と比べると大きく差はない。
〇在宅サービスのうち「訪問介
護」は全国に比べ、受給者ひと
りあたり給付費、回数ともに大
幅に多くなっている。また、大
阪府、富田林市でも同じ傾向が
見られる。
〇「訪問看護」、「看護小規模
多機能型居宅介護」の受給者1
人あたり給付額は全国平均、大
阪府平均、富田林市と比べ低く
なっている。
〇「訪問リハ」「通所リハ」の
受給者1人あたり給付額は全国
平均、大阪府平均、富田林市と
比べて低くなっている。

【参考】
サービス提供事業所数（人口10
万人対）
  （時点：平成30年（2018
年））
訪問介護
　全 　国　27.6
　大阪府　56.3
　羽曳野市　32.2
　富田林市　44.7
訪問看護
　全　 国　10.0
　大阪府　15.4
　羽曳野市　15.2
　富田林市　12.5
訪問リハビリテーション
　全 　国　3.9
　大阪府　 4.9
　羽曳野市　4.5
　富田林市　4.5
通所リハビリテーション
　全　 国　6.4
　大阪府　6.2
　羽曳野市　8.0
　富田林市　2.7
看護小規模多機能型居宅介護
　全 　国　0.4
　大阪府　0.5
　羽曳野市　1.8
　富田林市　0.9

〇全国平均、富田林市に比べて「在宅サービス」の整備
が進んでいると推測できる。
〇「訪問介護」が受給者1人当たりの給付月額、利用日
数･回数ともに大幅に多くなっていることから、一部自
立支援･重度化防止を阻害するサービスがあるのではな
いか。
〇「看護小規模多機能型居宅介護」は在宅での生活にお
けるニーズが高いサービスであるにもかかわらず利用が
少なくなっているためサービスの周知が十分でない可能
性がある。
〇リハビリテーションの取り組みについて、全国、大阪
府と比べてもリハビリテーション提供体制は整備されて
いるが、利用回数が少なくなっているため、取り組みが
不十分である可能性がある。

〇地域包括ケア「見
える化」システム


